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四十年くらい前から、壁の仕上げはビニールクロス 

以外には無くなってしまった。化粧合板の類は、多少 

は生き残っていたが、これももう何年も前にほとんど 

見なくなる。この貧困さはずっと腹立たしかったので 

二十年ほど前に賃貸マンションをプランするときに、 

入退去の負担も少ない様にと、すべてを塗装で処理し 

てみた。 

 壁式のコンクリート構造だったので、外壁面のＧＬ 

工法部分は寒冷紗張（サンゲツの塗装下地クロス）の 

上、ＥＰ塗装仕上げ。木製の間仕切り部分はこれと同 

じ仕上げになるが、室内の壁はコンクリート打放し面 

のままＥＰとした。 

  

       打ち放し面     塗装下地クロス 

入退去補修は塗装でやってくださいねと再三お願い 

したにもかかわらず、二十年経って見に来てみると管 

理会社は目先を変えることに我慢が出来ずに、水廻り 

とか居室とかビニールクロス貼に変わっている箇所が 

ある。 

 ちょっとでも汚れがあると、クロスを貼り替えると 

か塗装面はクロス貼りに替えるとか言う。 

 塗装面の箇所での汚れは、掃除をしてみると二十年 

前の思惑通りそれだけで綺麗になった。四・五回塗装 

を繰り返すと層が厚くなるので、表面を研磨出来るの 

だ。汚れた部分に住宅用洗剤の原液を振り掛けてナイ 

ロンたわしで研磨すると、汚れが沁み込んだり広がる 

事も無くきれいに消えてゆく。 

 管理会社が三年ほど前から高耐久クロスの導入と称 

して、汚れ防止表面強化クロスを使うようになってい 

たが、ゴム汚れのような黒ずみについては気休めだっ 

た。研磨剤入りのナイロンたわしでこすると研磨剤の 

色がクロスに移ってしまいその色を取るのにひどく苦 

労するはめになる。 

  
壁の汚れ 

窓枠のところでクロスの剥がれがある。横から覗く 

と石膏ボード素地が見える。どうもボードの下地の紙 

ごと剥がれたらしい。古くなったボードに高耐久とい 

う強いビニールの材料を貼ったせいではないかという 

気がする。どう補修しますか、と問い詰めたら、結局 

その面のＧＬを張り替えることになった。クロスなら 

何度でも貼り替えられると思っている管理会社の人間 

がいるが綺麗に貼れる限度は二回程度だ。極力貼り替 

えずに汚れは落したい。 

 

ボードの剥がれ 

今後の予定／於：事務所会議室 

8 月 3 日(木)18：30～ 役員会 

8 月 15日(火) 研修会 お盆休み  

8 月 17日(木) 木造技術研究会 お盆休み 

8 月 29日(火)18：00～ 相談委員会 

9 月 19日(火)18：00～マンション・ビル大規模修繕研究会 

9 月 19日(火)19：00～ 研修会 

壁の仕上げ                        副理事長 渋谷道子 

本紙バックナンバーは当会のホームページｈｔｔｐ：//www.sumaidoctor.or.jp からご覧いただけます 



塗装材料はシックハウスの時代にさんざんたたか

れたせいで低ホルムアルデヒド低臭気性能が高まっ

ている。多少臭いがあっても空気にさらすうちに抜

け易い。以外と始末が悪いのが接着剤の系統で、臭

いが何か月も抜けない。 

 個人的に好きな塗装仕上げだが、普及はしない。 

塗装材料の価格が塗装業者に発注する施行者にも見

えにくく、利益を生み出しにくい業種なのではない

だろうか。

 

６月の研修会は、建築のトラブル（とくに欠陥住

宅）について設計者自身がどう気を付ければよいか、

どう責任を負うことになるのかについての勉強をし

ました。講師は、欠陥住宅被害東海ネット事務局長

の水谷大太郎弁護士にお願いしました。内容は、建

物に瑕疵（欠陥）があった場合、建築士は（どのよ

うな）責任を負うかという点をはじめ、契約のトラ

ブルにおける責任、中途解約・解除などを要点にお

話をいただきました。 

設計の責任として重要な点は、建築士法第２条の

２に「…建築物の質の向上に寄与するように、公正

かつ誠実にその業務を行わなければならない」、第１

８条に「…法令又は条例の定める建築物に関する基

準に適合するようにしなければならない」等の法令

順守にあり、違反した設計は瑕疵とされることとの

解説をいただきました。施主の方から法に反した要

求・指図をしたからと言って、それを受け入れるこ

とは設計者の免責にならないことを複数の判例をも

とに確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

工事監理者の責任として重要な点は、「建築士が設

計・工事監理における独占業務を認められ、専門家

としての特別の地位が与えられている」ことが、「建

築物を建築基準関係規定に適合させ、安全性等を確

保させて提供する法的責務を課されている」ことに

なり、これらに反する行為は、工事監理契約にある

内容であれば債務不履行責任に、契約内容に限定せ

ずとも不法行為責任を負うことになり、また、確認

申請のために名義を貸しただけの建築士に賠償責任

を認めたという最高裁判決も紹介いただきました。 

つぎに、契約のトラブルを回避するために、重要

事項説明をはじめ、契約の内容、解約や解除の際に

トラブルとならないようにするポイントを、判例を

もとに勉強しました。 

施工の瑕疵について相談を受けたり、調査に赴い

たりする機会のある建築士自身が、トラブルを起こ

したり巻き込まれないためにも、今回限りでなく折

を見てこのような研修を再度実施したいと思います。

研修会：弁護士から見た「設計・監理者として知っておきたい建築のトラブル」 

                              研修会委員長 津島勝弥                   

▉相談委員会 6/20 18：00～19：00 

▉研修会 6/20 19：00～20：30 

講師：水谷大太朗弁護士（欠陥住宅被害東海ネット事

務局長）「設計・監理者として知っておきたい建築のト

ラブル」 

▉三役会 7/6 18：00～19：30 

会員状況・収支報告、事業活動、HPの充実、等 

▉マンション・ビル大規模修繕研究会 7/18 18：00～19：00

「これで完璧！マンション大規模修繕」読み合せ。 

終了後、研修会主催の暑気払い。 

▉木造技術研究会 7/20 18：30～20：00 

「世界で一番やさしい木造 3階建て」読み合せ 

                        

 天守地階詳細図 

名古屋城木造化５００億円予算の寄付金（100億

円目標）集めがはじまった。文化庁は石垣調査にま

だ時間が掛かるとのことだが・・・。現市長は旭丘

高校の建替えには反対していた。名古屋市民が、ほ

とんど知らないアジア大会（アジア版オリンピック

2026 年開催）誘致。イベント優先で「人からコン

クリート」に豹変。コンクリートを使うなら、震災

対策やインフラ更新の予算が優先だ。（Ｏ） 



 


